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（４）届出のフロー 
 

届出が必要な行為をしようとする場合は、事前に九重町へ届出が必要です。届出が受理

された日から 30 日経過後でなければ、届出行為に着手できません。 

届出に係る行為が、景観計画に定めた景観形成基準に適合しないと認めた場合には、設

計の変更など勧告をすることがあります。建築物又は工作物については、形態意匠の制限

に適合しない場合は、必要な措置を命じることがあります。正当な理由がなく当該勧告に

従わないときは、公表することがあります。完了時には完了届を提出してください。 

 
図 届出のフロー 

 
 
 
  

行為の計画 

   事前協議 
届出の前に事前相談を行うことをお願いします。景観形成基準に関
して支障がない場合、届出以降、審査が円滑に進められます。 

届出 

協議段階で設計案を修正していただくことがありますので、他法令に
よる許認可等を受ける前に事前相談を行うことをお勧めします。 

届出後 30 日間は行為に着手できません。 
場合により 90 日間の延⾧の可能性があります。 
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